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最近のニュースから No.170      ２０２３.１２.１ 

 

今、イギリス炭鉱ストを捉えかえす 

今年８月のそごう・西武デパート労組の雇用維持を要求したストライキは日本では久し

ぶりと報道されました。最近は、北海道・札幌地域労組千歳相互バス支部の定期点検の不

正疑惑に労働安全衛生の実施を要求した、山口放送労組の冬のボーナスと職場環境改善を

要求した、岩手医科大学教職員組合の賞与カットに抗議したストが実施されました。 

しかし海外においては労働組合が持つ権利として行使されています。今年になってから

もイギリスの公務員労働者５０万人のストをはじめとしてフランスや韓国、アメリカの自

動車産業の労働者などなどで闘われています。 

関生支部は「反社会的集団」ではなく国際的には「まとも」 

熊沢誠著『イギリス炭鉱ストライキの群像 新自由主義と闘う労働運動のレジェンド』

（旬報社）が刊行されました。 

イギリスで１９８４年３月から翌年３月にわたった全国炭

鉱労働組合（ＮＵＭ）の闘いを、著者は労働者・労働組合が持

ち備えられた意思、地域・全国のコミュニティの連帯の力、そ

して全国・世界からの支援などを、さまざまな資料からのエピ

ソードを紹介しながら敗北に至る経緯を追っています。 

著者はなぜＮＵＭの記録に屈みこんだのでしょうか。 

産業民主主義の主体としての労働組合は、普通の労働者に労

働条件の維持・向上への発言権、決定参加権を向上させます。

法律的には憲法が保障する労働三権（労働組合の結成権、団体

交渉権、争議権）です。しかし今、日本では労働者自身による

それが息絶えようとしていますが、労働者も労働組合の役割に期待しなくなっています。

産業民主主義がない政治的民主主義の制度だけでは、特権のない普通の労働者にとって民

主主義はほとんど空語です。 

 

そのようななかで全日本建設運輸連帯労組関西生コン支部（関生支部）は、関西の生コ

ン企業を横断して正社員・日雇い・派遣労働者を包括して労働者を組織しています。支部

は雇用主の中小生コン企業が上流のセメント企業、下流のゼネコンという双方からの収奪

ゆえに経営困難に陥り、それが雇用労働者の劣悪な労働条件に転嫁される状況を認識し、

業者と協力して協同組合を構築し、「協働発注・協働受注」によって適正な生コン価格を設

定させるよう努力してきました。協同組合と関生支部の間の集団交渉を通じた労働協約で
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適正な労働条件を確保されてきました。 

しかし協同組合の中心だった大阪広域協組がボス企業に支配されるようになると協約賃

金の支払いが棚上げされ、その措置が近隣の協組にも広がり始めます。 

関生支部は協約遵守・適正賃金確保を求めるストを繰り返します。産業別組合のならい

として、ストの実効性を保証するため共同組合未加盟の関連企業の労働者も組織の生コン

やセメント輸送の運転手たちに、労働現場でストへの協力を要請し、穏健な短時間の説得

ピケを展開します。競合企業や関連企業の未組織労働者の就業に対してピケを張るのは企

業横断組合にとっては死活のニーズです。 

しかし政財界、警察権力は、ストもピケもしない労使協調の企業別組合だけを「許容さ

れる労働組合」とみなし、関生支部を「反社会的集団」と見なします。 

国際的には「まとも」な産業別組合の関生支部は、日本では「ふつう」ではなく、政財

界から粉砕されるべき存在となります。 

著者は、日本の偏狭なユニオニズム観、産業民主主義の忘却、そこでの関生支部の受難

を思うとき、イギリスの坑夫たちのピケの光景が心によぎったといいます。 

「新自由主義」に対抗した産業民主主義 

イギリス炭鉱ストが闘われた頃は「新自由主義」が跋扈していました。その変革を強行

したリーダーたちを冠して「レーガン、サッチャー、中曽根」の時代ともいわれます。 

新自由主義は市場万能主義をベースとする政策をとります。国営・公営企業の民営化や

社会保障の「節約」を中心とする公共支出の抑制がはかられ、それまでは一定規制・抑制

されていた企業間や個人間競争が解放され、労働組合の力が弱められます。 

労働組合には、議会制民主主義とは違う自立的な運動によって労働者の生活を守る慣行

やそれを支える生活界隈のコミュニケーションなどの「社会契約」があり、一つの社会勢

力となっていました。 

イギリスは議会制民主主義の発祥の地といわれますが、それが労働者のための制度では

ないことを理解すると、労働者は産業民主主義を発展させて堅持してきました。 

国鉄の分割民営化を強行した中曽根は、のちにその目的を労働組合の解体・「総評を潰す」

ことだったといい切っていました。 

その結果は、労働条件は議会と政府の行政によって、さらに個別企業による人事管理に

よって決定されていきます。社会的対抗勢力が消え、議会で労働者の声を代弁する勢力も

後退すると議会制民主主義における投票率は下降し、民主主義そのものが形骸化します。

コミュニティが崩され、社会的格差が拡大し、貧困者が増加していきます。 

イギリスにおいてサッチャーは、産業民主主義に攻撃をかけ、否定にまで至ります。 

下からの自発的民主主義 

１９８４年３月６日から８５年３月までのＮＵＭによるイギリス炭鉱ストは「守るべき



3 

 

ものを守る」闘いでした。 

３月３日、ヨークシャーのコートンウッド炭鉱の坑夫と家族が住むコミュニティは、月

初めに伝えられた閉山に対して、５００人の集会を開催し、ストで闘うことを圧倒的多数

で決議します。 

３月６日、坑夫２００人はマントン坑の地底へ通じる巻き上げケージを封鎖します。 

３月６日、全国石炭公社（ＮＣＢ）は石炭４００万トンの生産減に見合う２０炭鉱の閉

鎖と優遇退職金付き２万人の人員整理を骨子とする合理化案をＮＵＭに提案します。ＮＵ

Ｍのアーサー・スカーギル委員長は「野蛮な虐殺」と直ちに拒否します。 

全国的なストライキのうねりが起こります。３月８日、ＮＵＭ中央執行委員会は各地の

非公認ストライキを公認します。３月１２日には全英の坑夫のおよそ半分、４月半ばには

８０％の坑夫がストに入ります。 

 

８０年の改正雇用法は、スト前の「全国投票」を義務付けるとともに、他産業、他職場

への説得ピケ（フライング・ピケ）（「異動ピケ」「遊撃ピケ」）を違法と規制しました。 

しかし「違法」ピケこそは、全国中執の統一指令なしにストライキを拡げる不可欠な闘

い方でした。坑夫たちは自らの炭鉱でのピケッティングばかりではなく、意思決定に逡巡

する他の炭鉱への参加要請の説得ピケを実践します。ＮＵＭ

にとっては、職場における労働者集会での討論と議決のすえ

選ばれる分権的行動が別の職場での線選択を連鎖的に促す

関係が本当の民主主義でした。「下から」の自発性はイギリ

スの労働運動の特徴です。ＮＵＭはもともと分権的な組織運

営でした。 

スカーギルの指導は、中央統制型には程遠く、徹底して支

部や分会に属ずる平組合員の自発的なスト、マス・ピケに依拠しようとするものでした。 

騎馬、警察犬を動員した治安警察との激しいバトルが余儀なくされます。 

６月１８日のオーグリーヴの攻防戦は「坑夫たちは警官の暴力によって、イギリス労働

運動に深く根付いていた平和主義を放棄することを強いられ」ました。さらに司法による

弾圧もかけられます。 

炭鉱労働者のラディカルながらこの上なく連帯的なストやピケ、その家族たちの闘いは

炭坑隣接または近隣の町村における女性たちを中心とする多様で創造的な相互扶助、他産

業の労働者と一般市民からの広汎な支援などもあって長期にわたります。 

１１月１８日時点でストライカーは１４万４千人（就労者は５万２千人）。戦線離脱者が

ストライカーの半数を超えたのは、８５年２月２７日、ＭＵＮが３月３日にスト収束を決

議する４日前です。 

６月３０日のエコノミスト誌上の世論調査では、坑夫への支持は３５％でした。炭鉱ス

トは孤立しません。 
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３つの〈守るべきもの〉 

坑夫たちは、心に深くもつ〈守るべきもの〉が奪われようとしたとき、それをいかにし

ても死守しようとした人びとです。〈守るべきもの〉は分かちがたく相互補強的な３つの要

素があるといいます。 

１つは、イギリス産業に不可欠なエネルギーや諸産業の原料を引き受けてきた重筋的で

危険な職場での雇用です。そこにアイデンティティとプライドがあります。２つ目は、コ

ミュニティでの濃厚な人間関係と相互扶助が定着していることです。コミュニティとして

の町や村での生活は死守されるべきものでした。３つ目は、坑夫の遭遇するトラブルの防

御、必要な時の福祉、変化の局面での保障の組織として心に深く内面化された労働組合で

す。家族にとっては未来の受託者であるとともに過去の管理者です。 

「協定なきスト収束」 

新年になると地域ごとに大きく異なりがで、復職者・スト破りが確実に増えてきます。 

ＮＣＢは職場復帰者の増加を背景に、あらゆる譲歩なしの終結を目指します。サッチャ

ーの「非経済的な炭鉱は無条件に閉鎖する」という強硬路線もゆるぎません。 

１月２９日の予備交渉は議題を確定できないまま決裂します。 

２月、団体交渉は最終局面に入ります。 

ＮＣＢは「最終案」に「閉鎖について労使間に争いがある場合には、期限付きで独立検

討機関で協議に達するよう努力する」という修正を付け加えます。しかし結局、炭坑閉鎖

に関するＮＣＢの最終決定権の明記は変わりませんでした。 

２月２１日、ＮＵＭ特別代議員大会は労働組合会議（ＴＵＣ）仲介のＮＣＢ最終提案を

拒否し、全会一致でストライキ継続を決議します。 

しかしスカーギルの指導にスト派内部からも批判が台頭しはじめます。「協定なきスト収

束」論が出てきます。それでスト破りの流れを止める、保守政権が譲らない内容での協定

に署名する屈辱を拒む、これからも炭鉱ごとのゲリラ戦で闘いを続けることができる、と。

「みんなでストに入った、みんなで仕事に戻ろう、威厳をもって」と。 

２６日、連帯のシンボル的拠点であったロンダ渓谷に残る最後の炭鉱マーディで７００

人のストライカーのうち６００人が参加する集会が開かれます。そこで支部長がスピーチ

をします。「名誉ある平和を求め、頭（こうべ）を上げてまたの日の闘いに生きる」という

意味を込めて「みんなで仕事に戻ろう」。 

２７日、ＮＣＢの発表では復職者が５０.７５％に達していました。 

２７日、ＮＵＭ執行委員会は８時間にわたって当面の方針を討議します。さらに最後の

決定を３月３日の代表者会議に委ねます。 

各地で討論がおこなわれ、多くの地域で「協定なきスト収束」が賛成多数に至ります。 

約２万７千人の不服従の坑夫はストを続けました。 
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しかし３月初めから、各炭鉱では、組合旗、時には炭鉱文化のひとつであるブラスバン

ドを先頭にして仕事に戻るマーチがおこなわれます。 

３月３日、ＮＵＭがストライキの終息を正式決定した日、サッチャーはダウニング街で

のメディアのインタビューに応じ、争議の勝利者は誰かと問われると答えます。 

「それは仕事を続けた炭鉱労働者、港湾労働者、発電所の労働者、トラック路鉄道の運転

手、・・・それと同じく職場を守った管理職のみなさんです。言い換えれば、イギリスの産

業の車輪を回し続け、ストにもかかわらず昨年記録的な生産高をもたらしたすべての人が

勝利者といえるでしょう。イギリスを守ったのは、働く労働者全員です」 

勝利者は闘わなかった労働者だといいます。ではこの労働者たちの雇用、相互扶助のコ

ミュニティ、未来が守られたでしょうか。 

労働者・労働組合が持つ自治は壊されました。残されたのは個別分断・孤立です。 

 

８５年、闘争拠点を含む２２炭鉱が、８６年には１９炭鉱が閉鎖されます。８５年から

９２年までに１２０炭鉱が廃坑になります。同じ時期、残存炭鉱数は１０９から１６に激

減します。 

８５年に１４万人だった炭鉱労働者は１０年後には１万８.８００人、２０年後には５.９

００人に。ＮＵＭ組合員は１３万５.３００人、１万８００人、１８１３人と激減します。 

１９９４年、イギリス炭鉱は民営化されます。 

民営化においては「新しい経営人事管理手法」が導入されます。 

（１）職務の柔軟化――従来の職務単位ごとの管轄の枠を超えた「多能工化」／組合の

ジョブ・コントロール（職場の労働規制）の基盤だった「縄張り」の廃止 

（２）労働時間の雇用保障の差別化／４０％％にものぼる下請け労働者の活用 

（３）労働時間の柔軟化――残業時間の上限規制の緩和 

労働者の個人別管理の強化を通じて、組合規制を飛び越えて働かせる措置です。８０年

代イギリスの日系企業が導入することに成功した「日本的経営」の発想と同じです。 

その状況は今に至る日本の状態に似ています。 

 

「新自由主義」は労働組合が持っていた力を解体し、労働者を個別分断された集合体に

変えました。このような状況に対し、もう一度、著者がいうところの産業民主主義、労働

者・労働組合が持つ権利の保障を要求し、労働者が個に分断されても人間としての尊厳で

ある人権・人格権の「個の自立」を主張しながら、生活権・生存権を加味した連帯、新た

なコミュニティの地平を構築することが求められています。 

イギリス炭鉱の闘いを捉え返し、日本で闘い続けている全日本建設運輸連帯労組関西生

コン支部の闘いの勝利につなげていきましょう。 

 

いじめ メンタルヘルス労働者支援センター 


